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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年4月27日(2017.4.27)

【公開番号】特開2015-184401(P2015-184401A)
【公開日】平成27年10月22日(2015.10.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-065
【出願番号】特願2014-59531(P2014-59531)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2016.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/74     　　　Ａ
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ３３０　
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ３４０　
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ３１１　
   Ｇ０３Ｂ   21/00     　　　Ｆ
   Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月23日(2017.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源から出射された光を均一化するマイクロレンズアレイと、
　このマイクロレンズアレイを透過した光を屈折させる照明光学系と、
　を備え、
　前記照明光学系は、２枚の凸レンズの間に１枚の凹レンズが配置されている３枚のレン
ズを含むことを特徴とする光源光学装置。
【請求項２】
　前記マイクロレンズアレイの各マイクロレンズは、入射面の焦点及び出射面の焦点が、
それぞれ前記出射面付近及び前記入射面付近にある凸レンズであることを特徴とする請求
項１に記載の光源光学装置。
【請求項３】
　前記各マイクロレンズは、入射面の有効部端部から出射面の光軸上点までの光軸に沿っ
た距離をｌとし、入射面の光軸上点から入射面の有効部端部までの最大距離をｈとし、硝
材の屈折率をｎとするとき、
　　ｌ>ｈ√（４ｎ2－１）　　　（式１）
　を満足することを特徴とする請求項２に記載の光源光学装置。
【請求項４】
　前記マイクロレンズアレイの前記各マイクロレンズは、表示素子の矩形と相似形状とさ
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れていることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れかに記載の光源光学装置。
【請求項５】
　前記３枚のレンズの内の前記マイクロレンズアレイから最も離れたレンズは、光軸がシ
フトされていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れかに記載の光源光学装置。
【請求項６】
　前記光源は、赤色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、緑色波長帯域光を出射する
半導体発光素子と、青色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、を含むことを特徴とす
る請求項１乃至請求項５の何れかに記載の光源光学装置。
【請求項７】
　前記光源は、赤色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、青色波長帯域光を出射する
半導体発光素子と、励起光源及び緑色蛍光体による緑色波長帯域光を出射する発光手段と
、を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れかに記載の光源光学装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７の何れか記載の光源光学装置と、
　前記光源光学装置からの出射光が照射されて投影光を生成する表示素子と、
　前記表示素子で形成された画像光をスクリーンに投影する投影光学系と、
　前記表示素子や前記光源光学装置の制御を行うプロジェクタ制御手段と、
　を有することを特徴とするプロジェクタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　即ち、マイクロレンズ１１２の略厚みである一方の面の端部から他方の面の光軸上点ま
での距離ｌとマイクロレンズ１１２の口径の大きさである距離ｈの関係において、
　　ｌ>ｈ√（４ｎ2－１）　　　（式１）
　を満たすようにしている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　また、出射面における入射角θと出射角θ'とは、レンズの硝材の屈折率をｎとすると
、
　　ｎ・ｓｉｎθ＝ｓｉｎθ'　　（式３）
で表されることになる。
　更に、θ'は最大角が３０度あるため、
　　０．５>ｓｉｎθ'　　（式３）
となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　従って、
　　０．５>ｓｉｎθ'＝ｎ・ｓｉｎθ＝ｎ・ｈ／√（ｈ2＋ｌ2）　　（式４）
となり、ｌとｈとの関係は（式１）で表され、レンズの厚さｌが、入射面の口径２ｈとの
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関係において、ｈ√（４ｎ2－１）よりも大きいとき、各マイクロレンズ１１２からの出
射光における光軸からの傾きを３０度以内とすることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　以下に、本願出願の最初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］光源と、
　前記光源から出射された光を均一化するマイクロレンズアレイと、
　このマイクロレンズアレイを透過した光を屈折させる照明光学系と、
　を備え、
　前記照明光学系は、２枚の凸レンズの間に１枚の凹レンズが配置されている３枚のレン
ズを含むことを特徴とする光源光学装置。
［２］前記マイクロレンズアレイの各マイクロレンズは、入射面の焦点及び出射面の焦点
が、それぞれ前記出射面付近及び前記入射面付近にある凸レンズであることを特徴とする
前記［１］に記載の光源光学装置。
［３］前記各マイクロレンズは、入射面の有効部端部から出射面の光軸上点までの光軸に
沿った距離をｌとし、入射面の光軸上点から入射面の有効部端部までの最大距離をｈとし
、硝材の屈折率をｎとするとき、
　　ｌ>ｈ√（４ｎ2－1）　　　（式１）
　を満足することを特徴とする前記［２］に記載の光源光学装置。
［４］前記マイクロレンズアレイの前記各マイクロレンズは、表示素子の矩形と相似形状
とされていることを特徴とする前記［１］乃至前記［３］の何れかに記載の光源光学装置
。
［５］前記３枚のレンズの内の前記マイクロレンズアレイから最も離れたレンズは、光軸
がシフトされていることを特徴とする前記［１］乃至前記［４］の何れかに記載の光源光
学装置。
［６］前記光源は、赤色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、緑色波長帯域光を出射
する半導体発光素子と、青色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、を含むことを特徴
とする前記［１］乃至前記［５］の何れかに記載の光源光学装置。
［７］前記光源は、赤色波長帯域光を出射する半導体発光素子と、青色波長帯域光を出射
する半導体発光素子と、励起光源及び緑色蛍光体による緑色波長帯域光を出射する発光手
段と、を含むことを特徴とする前記［１］乃至前記［５］の何れかに記載の光源光学装置
。
何れかに記載の光源光学装置。
［８］前記［１］乃至前記［７］の何れか記載の光源光学装置と、
　前記光源光学装置からの出射光が照射されて投影光を生成する表示素子と、
　前記表示素子で形成された画像光をスクリーンに投影する投影光学系と、
　前記表示素子や前記光源光学装置の制御を行うプロジェクタ制御手段と、
　を有することを特徴とするプロジェクタ。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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